
規 則

�愛媛県規則第４２号
愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条、第５条関係）

衛生環境研究所使用料表

別表第１（第４条、第５条関係）

衛生環境研究所使用料表

検査分類 試験項目 検体の量 単 位 使用料金額 検査分類 試験項目 検体の量 単 位 使用料金額

１ 食品 省略 １ 食品 省略

乳酸菌検査 省略 乳酸菌検査 省略
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告 示

�愛媛県告示第１１４５号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２８条第７項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存

続期間を更新する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

寄生虫検査（顕微

鏡検査）

検査に必

要な量
１項目 ６，１８０円

２～２７

省略

２～２７

省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

点に至る線に囲まれた区

域

鳥類の良好な生息

環境となってお

り、地元住民にと

っては身近な自然

とふれあえる場と

なっていることか

ら、鳥獣保護区に

指定し、当該区域

に生息する鳥類の

保護を図る。ま

た、定期的な巡視

により環境の保持

を図り、鳥類の安

定的な生息に著し

い影響を及ぼすこ

とのないよう留意

する。

銚子ダ

ム鳥獣

保護区

伊予郡砥部町と伊予市

との境界上の間戸峠を起

点とし、ここから山頂

（５８７メートル）に至る
りょう

稜線をほぼ東に進み、同

山頂を経て、国道３７９号
りょう

の滝見橋付近に至る稜線

をほぼ東に進み、同国道

に出る。ここから同国道

を北東ないし南に進み、

銚子ダム管理道との交点

に至り、ここから同管理

道をほぼ北西に進み、千

里城跡登山道入口付近で

山頂（５５２メートル）に
りょう

至る稜線との交点に至り、
りょう

ここから同稜線をほぼ南

西に進み、三角点（５０６．

３メートル）を経て、更
りょう

に同稜線をほぼ南西に進

み、同山頂を経て、更に
りょう

同稜線を西に進み、同町

と同市との境界に至り、

ここから同境界をほぼ北

に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

同 上 当該区域は、宅

地、果樹園及び人

工林が広い範囲を

占めているもの

の、希少種を含む

多様な鳥獣が生息

していることか

ら、鳥獣保護区に

指定し、当該地区

に生息する鳥獣の

保護を図る。

一方で、鳥獣に

よる農作物への被

害も多数発生して

いる現状をふま

え、有害鳥獣捕獲

により被害を及ぼ

す鳥獣の生息数を

調整するととも

に、同地区に生息

する他の鳥獣に著

しい影響を及ぼす

ことのないように

留意する。

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

古川鳥

獣保護

区

西条市の加茂川の区域

のうち、県道壬生川新居

浜野田線（旧東予有料道

路）の新加茂川大橋上流

側より上流で同県道の古

川橋下流側より下流の河

川法（昭和３９年法律第１６

７号）第６条第１項に規

定する河川区域

平成２４年

１１月１日

から平成

３４年１０月

３１日まで

当該地域は、県

内最大級のカモ類

の越冬地となる加

茂川河口の上流部

に位置し、両岸は

住宅地となってい

るが、区域内にも

多数のカモ類が渡

来するほか、干潮

時に干出する広大

な干潟及びヨシ原

の存在により、鳥

類の貴重な生息地

となっており、希

少種の渡来も確認

されていることか

ら、鳥獣保護区に

指定し、当該地域

に生息する鳥獣の

保護を図る。また、

定期的な巡視によ

り環境の保持を図

り、鳥類の安定的

な生息及び鳥類の

渡来に著しい影響

を及ぼすことのな

いよう留意する。

石岡鳥

獣保護

区

西条市氷見の石岡神社

参道の鳥居（西の山内）

を起点とし、ここから同

神社の森の境界に沿って

同神社の森を一周し、起

同 上 当該区域は、周

辺に住宅地と田園

が混在する、石岡

神社を囲む常緑の

森林で構成され、

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号
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県道宇和野村線に出て、

同県道を北東に進み、市

道出合河西線との交点に

至り、ここから同市道を

北西に進み、市道鮎返河

西線との交点に至り、こ

こから同市道をほぼ北東

に進み、鮎返橋を経て、

同国道に出て、同国道を

南東ないし東に進み、起

点に至る線に囲まれた区

域

節崎池

鳥獣保

護区

南宇和郡愛南町御荘平

城の町道大谷線と県道久

良城辺線との交点を起点

とし、ここから同県道を

ほぼ東ないし南に進み、

町道節崎南線との交点に

至り、ここから同町道を

西に進み、農道節崎線と

の交点を経て、更に同町

道をほぼ北ないし北西に

進み、町道大谷線との交

点に至り、ここから同町

道をほぼ北東に進み、起

点に至る線に囲まれた区

域

同 上 当該区域は、旧

御荘町の中心部に

近い住宅地の近く

にある周囲６００ｍ

のため池とその周

辺の農用地と照葉

樹林で構成され、

同池には毎年１，０００

羽以上のカモ類が

渡来し、南予地域

では鹿野川湖に次

ぐ飛来地となって

いることから、鳥

獣保護区に指定

し、当該地域に生

息する鳥類の保護

を図る。また、定

期的な巡視等によ

り環境の保持を図

る。

大森山

鳥獣保

護区

旧南宇和郡城辺町高野

山出張所佛眼院前のコン

クリート橋南端を起点と

し、ここから蓮乗寺川左

岸を上流に進み、大森児

童公園前のコンクリート

橋南端に至り、ここから
りょう

同公園南東側境界の稜線

を南東ないし南に進み、

南レク城辺公園展望台の

大森山標高点（１２７メー

トル）に至る。ここから
りょう

稜線をほぼ西ないし北西

に進み、国道５６号城辺ト

ンネル上り側入り口左端

に至る。ここから南レク

公園県有地と私有地果樹

園の境界である山道を北

東ないし北に進み、町道

職園線に出る。ここから

同 上 当該区域は、旧

南宇和郡城辺町の

中心部に近く、佛

眼院境内・墓地、

大森児童公園及び

それら後背の森林

で構成され、生息

する鳥類の種類は

少ないものの、照

葉樹林を中心とし

た木々の緑と静寂

が残された憩いの

場として活用され

ていることから、

鳥獣保護区に指定

し、当該地域に生

息する鳥類の保護

を図る。また、定

期的な巡視により

環境の保持を図

猪伏鳥

獣保護

区

上浮穴郡久万高原町所

在の国有林７５から７７まで

の各林班並びに民有林久

万高原町森林計画区中８１

１及び８３８の各林班の区

域

同 上 当該区域は、国

有林を中心に貴重

な天然林が残さ

れ、鳥獣の生息地

として豊かな生態

系を形成してお

り、周辺の四国カ

ルスト県立自然公

園や天狗高原への

入り込み者は、年

間を通じて大変多

く、自然教養の

場、人と動物の共

生の場として親し

まれている地域で

あることから、鳥

獣保護区に指定

し、当該地域に生

息する鳥類の保護

を図る。また、鳥

獣保護員等による

定期的な巡視を通

じて、静ひつな環

境の保持を図る。

野村ダ

ム周辺

鳥獣保

護区

西予市野村町野村の国

道４４１号と市道野村ダム

袖山線との交点を起点と

し、ここから同市道を南

に進み、ダム管理棟南側

及びダム堤頂部を経て、

更に同市道を南に進み、

樽ヶ谷との交点に至る。

ここから同谷を南に進み、

西森山三角点（６２１．８メ

ートル）に至り、ここか
りょう

ら稜線を南に進み、同町

と同市宇和町との境界に

至り、ここから同境界を

北西に進み、市道下宇和

地区８５号線に出る。ここ

から同市道を南ないし北

に進み、市道Ⅱ－２３号線

との交点に至り、ここか

ら同市道を北に進み、市

道下宇和地区８０号線との

交点に至り、ここから同

市道を南西に進み、市道

Ⅱ－２１号線との交点に至

り、ここから同市道を西

に進み、市道Ⅱ－２０号線

の昭和橋南端に至り、こ

こから同橋を北に進み、

同 上 当該区域は、野村

ダム湖の周辺に広

がる豊かな森林と

肥沃な農耕地から

なり、希少な鳥類

を始め、様々な野

生鳥獣が生息して

いるほか、地域住

民にも憩いの場と

なっていることか

ら、鳥獣保護区に

指定し、当該地域

に生息する鳥類の

保護を図る。

一方で、近年イ

ノシシ等特定の鳥

獣による農林作物

への被害が発生し

ていることから、

野生鳥獣の保護と

同時に、農林業等

への被害対策を図

る。
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�愛媛県告示第１１４６号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第３４条第１項の規定に基づき、次のとおり休猟区を指定する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

同町道を北西ないし北に

進み蓮乗川に出て、同川

左岸を上流に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

る。

名 称 区 域 存続期間

中尾休猟

区

四国中央市富郷町豊坂の赤星山三角

点（１，４５３．２メートル）を起点とし、

ここから惣兵谷川支流に通じる谷をほ

ぼ南東に進み、同支流に出て、同支流

右岸を下流に進み、惣兵谷川との合流

点に至り、ここから同川右岸を下流に

進み、県道高知伊予三島線との交点に

至り、ここから同県道を南西ないし西

に進み、同市と新居浜市との境界に至

り、ここから同境界をほぼ北東ないし

北西に進み、新居浜市と旧伊予三島市

と旧宇摩郡土居町との境界の交点に至

り、ここから旧伊予三島市と旧土居町

との境界を北東に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

平成２４年１１

月１日から

平成２７年１０

月３１日まで

馬立休猟

区

四国中央市新宮町馬立と金砂町小川

山との境界にある中の川右岸と奥之院

鳥獣保護区界との交点を起点とし、こ

こから同区界をほぼ北東に進み、新宮

ダムえん堤西端に至る。ここから銅山

川右岸を下流に進み、県道川之江大豊

線との交点に至る。ここから同県道を

ほぼ南に進み、和田小屋川に出る。こ

こから同川左岸を上流に進み、新宮町

馬立と金砂町小川山との境界に至る。

ここから同境界をほぼ北西に進み、中

の川に出る。ここから同川右岸を下流

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

立川山休

猟区

新居浜市角野新田町の新田橋東端を

起点とし、ここから市道角野船木支線

を北に進み、市道角野船木線との交点

に至り、ここから同市道を東に進み、

市道角野船木支線との交点に至り、こ

こから同市道を南ないし東に進み、市

道新田種子川線との交点に至り、ここ

から同市道を南東に進み、松山自動車

道側道との交点に至り、ここから同側

道を東に進み、林道東種子川線との交

点に至り、ここから同林道を南に進み、

同 上

上兜山（１，５６１メートル）に通じる山

道との交点に至る。ここから同山道を

南に進み、林道西種子川線を横断し、

更に同山道を尾根に沿って南東に進み、

同山で同市と四国中央市との境界に至

る。ここから同境界を南東に進み、物

住頭（１，６３４．３メートル）に至り、こ
りょう

こから稜線を南西に進み、西赤石山三

角点（１，６２６．１メートル）を経て、更
りょう

に稜線を南西に進み銅山越に至る。こ

こから通称銅山越山道をほぼ北西に進

み、県道新居浜別子山線の新仙雲橋北

端に至る。ここから同県道をほぼ北に

進み、起点に至る線に囲まれた区域

大森山休

猟区

西条市中奥の県道西条久万線の三碧

橋西端を起点とし、ここから同県道を

南東に進み、西之川平組の大宮橋西端

で市道東之川東西線との交点に至り、

ここから同市道を北東に進み、東之川

で瓶ヶ森登山道との交点に至る。ここ

から同登山道を北東に進み、菖蒲峠で

石鎚山系鳥獣保護区界に至り、ここか

ら同区界を南に進み、台ヶ森を経て、

更に同区界を南西ないし北西に進み、

旧西条市と旧周桑郡小松町との境界に

至る。ここから同境界を北に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

石根休猟

区

西条市小松町大字大頭の国道１１号と

県道石鎚丹原線との交点を起点とし、

ここから同県道を南に進み、大郷部落

を経て、市道山神線との交点に至り、

ここから同市道及びこれに続く山道を

南西に進み谷筋に至る。ここから同谷

筋を南西に進み、同市小松町と同市丹

原町との境界に至る。ここから同境界

を北西ないし北に進み、同国道に出て、

同国道を北東に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

同 上

徳田休猟

区

西条市丹原町大字田滝の県道関屋今

井線の田滝橋西端を起点とし、ここか

ら西川右岸を上流に進み、黒滝谷川と

の合流点に至る。ここから同川右岸を

上流に進み、通称権現谷との交点に至

り、ここから同谷を北西に進み、通称

ヒクタオで旧周桑郡丹原町と旧東予市

との境界に至る。ここから同境界を東

ないし北東に進み、県道徳能伊予三芳

停車場線に出て、同県道をほぼ南西に

進み、県道関屋今井線との交点に至り、

ここから同県道を南西に進み、起点に

至る線に囲まれた区域のうち、西山鳥

獣保護区の区域を除いた区域

同 上
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長沢休猟

区

今治市と西条市との境界と県道孫兵

衛作壬生川線との交点を起点とし、こ

こから同境界をほぼ西に進み、今治市

と西条市と旧越智郡朝倉村との境界の

交点に至り、ここから旧今治市と旧朝

倉村との境界を北西に進み、市道大坪

通町谷線に出る。ここから同市道を北

西に進み、市道桜井朝倉線との交点に

至り、ここから同市道を北東ないし東

に進み、県道桜井山路線に出る。ここ

から同県道を南に進み、市道石打線と

の交点に至り、ここから同市道をほぼ

南に進み、県道朝倉伊予桜井停車場線

を横断し、市道長沢内前線との交点に

至る。ここから同市道及びこれに続く

市道二反地元瀬線を南東に進み、国道

１９６号に出る。ここから同国道を南東

ないし南に進み、県道孫兵衛作壬生川

線との交点に至り、ここから同県道を

南西に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

大三島北

休猟区

今治市の大三島の区域のうち、宮浦

本川河口右岸を起点とし、ここから同

岸を上流に進み、昭和橋北端に至り、

ここから同橋を南に進み、県道大三島

上浦線に出て、同県道を北東に進み、

州の鼻橋北端で井之口本川に出て、同

川左岸を下流に進み、河口に至る線で

分断される北側の区域

同 上

宮崎休猟

区

今治市波方町小部の町道岡線と県道

波方環状線との交点を起点とし、ここ

から同県道をほぼ北西に進み、小部漁

港隣港道路との交点に至り、ここから

同道路を西に進み、同道路の延長線と

小部漁港海岸の海岸線との交点に至る。

ここからその海岸線に沿ってほぼ西に

進み、錨掛ノ鼻及び御崎を経て、更に

その海岸線をほぼ北に進み、梶取ノ鼻

に至る。ここからその海岸線をほぼ東

に進み、馬刀潟を経て、更にその海岸

線を北東に進み、森上港を経て、更に

その海岸線を北東に進み、大角鼻に至

る。ここからその海岸線をほぼ南東に

進み、同県道との交点に至る。ここか

ら同県道をほぼ南東に進み、県道今治

波方港線との交点に至る。ここから同

県道をほぼ南西に進み、町道門田線と

の交点に至り、ここから同町道をほぼ

北西に進み、町道樋口波方線との交点

に至る。ここから同町道を南西に進み、

町道岡線との交点に至り、ここから同

町道を西に進み、起点に至る線に囲ま

同 上

れた区域

弓削島休

猟区

越智郡上島町弓削のうち、弓削島の

全域

同 上

津波島休

猟区

越智郡上島町岩城のうち、津波島の

全域

同 上

魚島休猟

区

越智郡上島町魚島のうち、魚島の全

域

同 上

中島南休

猟区

松山市中島町の中島本島の区域のう

ち、市道大浦吉城線及びその延長線で

分断される南側の区域

同 上

唐川休猟

区

伊予市上唐川と伊予市中山町と伊予

郡砥部町との境界の交点を起点とし、

ここから同市上唐川と同市中山町との

境界をほぼ西に進み、国道５６号に出て、

同国道を北に進み、県道大平砥部線と

の交点に至り、ここから同県道をほぼ

東に進み、同市と砥部町との境界に至

り、ここから同境界をほぼ南に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

高市休猟

区

伊予市と伊予郡砥部町の境界と県道

中野川総津線との交点を起点とし、こ

こから同県道を南東に進み、総津橋北

端で玉谷川に出て、同川右岸を下流に

進み、新総津橋南端で国道３７９号との

交点に至り、ここから同国道をほぼ南

に進み、喜多郡内子町と砥部町との境

界に至り、ここから同境界を南西ない

し北西に進み、伊予市と内子町と砥部

町との交点に至り、ここから同境界を

北東に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

下直瀬休

猟区

上浮穴郡久万高原町直瀬の県道落合

久万線の直瀬橋北端を起点とし、ここ

から同県道を北に進み、県道美川川内

線との交点に至り、ここから同県道を

ほぼ南東に進み、県道直瀬渋草線との

交点に至り、ここから同県道をほぼ北

東に進み、旧同郡久万町と旧同郡面河

村との境界に至る。ここから同境界を

東ないし南に進み、旧久万町と旧面河

村と旧同郡美川村との境界の交点に至

り、ここから南西に進み、県道西条久

万線に出る。ここから同県道を北ない

し北西に進み、清瀬橋を経て、更に同

県道を西に進み、島田橋東端に至り、
りょう

ここから谷に沿って北に進み、稜線に
りょう

至る。ここから同稜線を北西に進み、
りょう

西ノ川橋に至る稜線に至り、ここから
りょう

同稜線を南西に進み、西ノ川橋北端で

同県道に出る。ここから同県道をほぼ

西ないし北西に進み、県道落合久万線

同 上
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との交点に至り、ここから同県道を北

ないし北東に進み、起点に至る線に囲

まれた区域（久万高原ふるさと旅行村

特定猟具使用禁止区域を含む。）

桂ヶ森休

猟区

上浮穴郡久万高原町久万の国道３３号

と町道旭ヶ丘線との交点を起点とし、

ここから同町道を西に進み、町道ひわ

田線との交点に至り、ここから同町道

をほぼ西に進み、町道由良野線との交

点に至り、ここから同町道を南西に進

み、県道上尾峠久万線に出る。ここか

ら同県道を北西に進み、サレガ峠で同

町と伊予郡砥部町との境界に至る。こ

こから同境界を北東に進み、久万高原

町と砥部町と松山市との境界の交点に

至り、ここから久万高原町と同市との

境界を東に進み、同町二名と同町東明

神との境界に至り、ここから同境界及

びこれに続く山道を南東に進み、町道

皿木線に出て、同町道を東に進み、国

道３３号に出て、同国道を南に進み、起

点に至る線に囲まれた区域（由良野特

定猟具使用禁止区域の一部を含む。）

同 上

妙休猟区 上浮穴郡久万高原町渋草の町道大成

線と国道４９４号との交点を起点とし、

ここから同国道を北に進み、県道落合

久万線との交点に至る。ここから同県

道を北に進み、相名峠に通じる山道と

の交点に至り、ここから同山道を北東

に進み、同峠で同町と西条市との境界

に至る。ここから同境界をほぼ南東に

進み、石鎚山系鳥獣保護区界に至り、

ここから同区界をほぼ南東に進み、町

道坂瀬線に出る。ここから同町道を南

に進み、町道大成線との交点に至り、

ここから同町道を西に進み起点に至る

線に囲まれた区域

同 上

中組休猟

区

上浮穴郡久万高原町中組の県道西条

久万線と町道河ノ子線との交点を起点

とし、ここから同町道をほぼ東に進み、

林道川ノ子線との交点に至り、ここか

ら同林道をほぼ東に進み、高知県吾川

郡仁淀川町に至る山道との交点に至る。

ここから、同山道をほぼ東に進み、愛

媛県と高知県との境界に至る。ここか

ら、同境界を南西ないし西に進み、三

光ノ辻山三角点（１，２１５．３メートル）

に至る。ここから、旧同郡面河村と旧

同郡美川村との境界をほぼ北西に進み、

四辻ノ森三角点（１，２０１．０メートル）

を経て、更に同境界を北西に進み、国

道４９４号に出る。ここから同国道をほ

同 上

ぼ北東ないし東に進み、県道西条久万

線との交点に至り、ここから同県道を

東ないし南東に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

黒藤川休

猟区

上浮穴郡久万高原町黒藤川の国道３３

号と県道美川川内線との交点を起点と

し、ここから同県道をほぼ北ないし北

東に進み、林道長崎明神山線との交点

に至る。ここから同林道及びこれに続

く山道を東に進み、愛媛県と高知県と

の境界に至り、ここから同境界を南西

に進み、明神山三角点（１５４１．６メート

ル）に至る。ここから旧同郡美川村と

旧同郡柳谷村の境界を西に進み、同国

道に出て、同国道を北に進み、起点に

至る線に囲まれた区域

同 上

中久保休

猟区

上浮穴郡久万高原町西谷の古味橋東

端を起点とし、ここから町道中久保線

を東に進み、国道４４０号に出る。ここ

から同国道をほぼ南西に進み、横野ト

ンネル東口で町道中久保線との交点に

至り、ここから同町道を南西ないし北

西に進み、同トンネル西口で同国道に

出る。ここから同国道を西に進み西谷

大橋東端で高野川に出る。ここから高

野川左岸を上流に進み、中久保橋北端

で国道４４０号に至り、ここから同国道

を南西ないし南東に進み、地芳峠で同

町と高知県の境界に至る。ここから同

境界を西に進み、同町と西予市と高知

県の境界との交点に至り、ここから同

町と同市の境界を北に進み、丸石山三

角点（１，３２７．５メートル）に至り、こ

こから同町と喜多郡内子町との境界を

北に進み、県道小田柳谷線に出て、同

県道をほぼ東に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

同 上

河辺南休

猟区

大洲市河辺町と同市肱川町との境界

と県道小田河辺大洲線との交点を起点

とし、ここから同県道をほぼ北東に進

み、稲谷を経て、更に同県道を東に進

み、竹の瀬を経て、更に同県道をほぼ

北東に進み、同市と喜多郡内子町との

境界に至る。ここから同境界をほぼ北

東ないし南東に進み、雨乞山三角点

（１，２１３．１メートル）を経て、更に同

境界を南東に進み、同市と内子町と西

予市との境界の交点に至る。ここから

大洲市と西予市との境界をほぼ南西に

進み、大旗山三角点（１，１８４．１メート

ル）を経て、更に同境界をほぼ南西に

進み、三角点（７９０．４メートル）を経

同 上
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て、更に同境界をほぼ西ないし南に進

み、大洲市河辺町と同市肱川町と西予

市との境界の交点に至る。ここから大

洲市河辺町と同市肱川町との境界をほ

ぼ西ないし北に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

平野黒木

休猟区

大洲市大洲の県道大洲保内線と国道

４４１号との交点を起点とし、ここから

同国道をほぼ南東ないし南西に進み、

市道黒木野佐来線との交点に至る。こ

こから同市道を南西に進み、金山橋南

端で国道５６号に出る。ここから同国道

を南に進み、札掛を経て、更に同国道
ずい

を南西に進み、鳥坂隧道北口に至り、
ずい

ここから同隧道上を南西に進み、同市

と西予市との境界に至る。ここから同

境界を北東ないし西に進み、大洲市と

西予市と八幡浜市との境界の交点に至

る。ここから大洲市と八幡浜市との境

界をほぼ北ないし北西に進み、三角点

（４４７．４メートル）を経て、更に同境

界を西ないし北西に進み、鞍掛山三角

点（６２９．４メートル）を経て、更に同

境界をほぼ北東に進み、県道大洲保内

線に出る。ここから同県道をほぼ南西

ないし東に進み、本谷を経て、更に同

県道をほぼ北東に進み、土居を経て、

更に同県道をほぼ東に進み、ＪＲ四国

予讃線を横断し、更に同県道をほぼ南

東に進み、栄町を経て、更に同県道を

ほぼ北東ないし東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域（国立大洲青年の家

特定猟具使用禁止区域を含む。）

同 上

乙景山休

猟区

喜多郡内子町大瀬中央の国道３７９号

と県道池田中山線との交点を起点とし、

ここから同県道を北東に進み、程内部

落を経て、更に同県道をほぼ西に進み、

杖窪部落を経て、更に同県道を南西な

いし北東に進み、同町と伊予市との境

界に至る。ここから同境界を北東に進

み、同町と伊予市と伊予郡砥部町との

境界の交点に至り、ここから内子町と

砥部町との境界を南東に進み、旧内子

町と砥部町と旧上浮穴郡小田町との境

界の交点に至り、ここから旧内子町と

旧小田町との境界を南に進み、同国道

に出て、同国道をほぼ西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

名取休猟

区

西宇和郡伊方町三崎の国道１９７号の

国道九四フェリー発着場を起点とし、

ここから県道佐田岬三崎線を北西ない

し西に進み、県道鳥井喜木津線との交

同 上

点に至る。ここから同県道をほぼ北に

進み、町道入津松線との交点に至る。

ここから同町道を北東に進み、県道鳥

井喜木津線に出る。ここから同県道を

ほぼ東に進み、旧同郡三崎町と旧同郡

瀬戸町との境界に至る。ここから同境

界を南に進み、海岸線に出て、その海

岸線をほぼ南西に進み、梶谷鼻及び小

梶谷鼻を経て、起点に至る線に囲まれ

た区域

明浜休猟

区

西予市明浜町俵津の国道３７８号の宮

崎橋西端を起点とし、ここから同国道

をほぼ西に進み、渡江、狩浜及び高山

を経て、宮野浦の旭橋東端で堂面川に

出て、同川右岸及びこれに続く谷を上

流に進み、三角点（３７９．６メートル）

で同町と同市三瓶町との境界に至る。

ここから同境界を北東に進み、同市明

浜町と同市三瓶町と同市宇和町との境

界の交点に至り、ここから同市明浜町

と同市宇和町との境界を南東に進み、

県道宇和高山線に出て、同県道を南東

ないし北東に進み、林道火道線との交

点に至り、ここから同林道を北東に約

１００メートル進み、銭坪川に通じる谷

に至り、ここから同谷を南東に進み、

同川に出て、同川右岸を下流に進み、

宮崎川との合流点に至り、ここから同

川右岸を下流に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

同 上

予子林休

猟区

西予市野村町と同市城川町との境界

と鹿野川ダム周辺鳥獣保護区界との交

点を起点とし、ここから同区界をほぼ

北西に進み、西予市と大洲市との境界

に至り、ここから同境界を北ないし東

に進み、西予市野村町舟戸で県道野村

柳谷線に出て、同県道を東に進み、市

道雨包線との交点に至り、ここから同

市道を南東ないし西に進み、林道雨包

線との交点に至る。ここから同林道を

ほぼ東に進み、同市野村町と同市城川

町との境界に至り、ここから同境界を

西ないし南に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

同 上

魚成休猟

区

西予市城川町魚成の魚成橋東端を起

点とし、ここから国道１９７号を南東に

進み、市道魚成線との交点に至り、こ

こから同市道を南西に進み、市道広田

今田線に至る。ここから同市道を南東

に進み、市道下惣川線に至り、ここか

ら同市道を南に進み、林道下惣川線と

の交点に至り、ここから同林道をほぼ

同 上
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愛媛県知事 中 村 時 広

南に進み、同林道の終点に至る。ここ
りょう

から、稜線を南西に進み、西予市と北

宇和郡鬼北町との境界に至り、ここか

ら同境界を西に進み、同市城川町と同

市野村町と鬼北町との境界の交点に至

り、ここから同市城川町と同市野村町

との境界を北に進み、国道４４１号に出

て、同国道を北東に進み、県道野村城

川線との交点に至り、ここから同県道

をほぼ東に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域（今田特定猟具使用禁止区域

を含む。）

奈良休猟

区

北宇和郡鬼北町出目の出目陸橋北端

を起点とし、ここから国道３２０号を西

に進み、同町と宇和島市との境界に至

る。ここから同境界をほぼ北に進み、

泉が森三角点（７５５．２メートル）を経

て、更に同境界を北に進み、同町と同

市と旧同郡三間町との境界の交点に至

る。ここから同町と旧三間町との境界

を東ないし北に進み、ＪＲ四国予土線

との交点に至る。ここから同線を南東

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

（アチ谷池特定猟具使用禁止区域を含

む。）

同 上

上家地・

目黒休猟

区

北宇和郡松野町大字松丸の県道西土

佐松野線と国道３８１号との交点を起点

とし、ここから同国道をほぼ南東に進

み、愛媛県と高知県との境界に至る。

ここから同境界を西ないし南西に進み、

井谷山標高点（３２４．２メートル）及び

竜山三角点（４５３．７メートル）を経て、

更に同県境を南西に進み、同県道に出

て、同県道をほぼ西に進み、県道滑床

松野線との交点に至る。ここから同県

道を北西に進み、県道目黒松丸線との

交点に至り、ここから同県道をほぼ北

東に進み、県道西土佐松野線との交点

に至り、ここから同県道を北に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

区 域 存続期間
捕獲等をするこ
とができる特定
鳥獣の種類

四国中央市地内の翠波休猟

区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

イノシシ、ニホンジ

カ

２５年１０月３１日

まで

四国中央市地内の上野休猟

区の全域

同 上 同 上

四国中央市地内の東山休猟

区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２６年１０月３１日

まで

同 上

四国中央市地内の辺地床休

猟区の全域

同 上 同 上

四国中央市地内の三角寺休

猟区の全域

同 上 同 上

四国中央市地内の中尾休猟

区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

四国中央市地内の馬立休猟

区の全域

同 上 同 上

新居浜市地内の大久保休猟

区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

新居浜市地内の赤石休猟区

の全域

同 上 同 上

新居浜市地内の中村・萩生

休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２６年１０月３１日

まで

同 上

新居浜市地内の立川山休猟

区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

西条市地内の市之川・加茂

休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

西条市地内の途中之川休猟

区の全域

同 上 同 上

西条市地内の千原休猟区の

全域

同 上 同 上

西条市地内の中之池休猟区

の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２６年１０月３１日

まで

同 上

西条市地内の吉岡休猟区の

全域

同 上 同 上

西条市地内の明河休猟区の

全域

同 上 同 上

西条市地内の大森山休猟区 平成２４年１１月 同 上
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の全域 １日から平成

２７年１０月３１日

まで

西条市地内の石根休猟区の

全域

同 上 同 上

西条市地内の徳田休猟区の

全域

同 上 同 上

今治市地内の木地休猟区の

全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

今治市地内の大島南休猟区

の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２６年１０月３１日

まで

同 上

今治市地内の長沢休猟区の

全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

今治市地内の大三島北休猟

区の全域

同 上 同 上

今治市地内の宮崎休猟区の

全域

同 上 同 上

越智郡上島町地内の弓削島

休猟区の全域

同 上 同 上

越智郡上島町地内の津波島

休猟区の全域

同 上 同 上

越智郡上島町地内の魚島休

猟区の全域

同 上 同 上

松山市地内の萩原休猟区の

全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

松山市地内の九川休猟区の

全域

同 上 同 上

松山市地内の権現休猟区の

全域

同 上 同 上

松山市地内の小野休猟区の

全域

同 上 同 上

松山市地内の窪野休猟区の

全域

同 上 同 上

松山市地内の中島南休猟区

の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

伊予市地内の秦皇山休猟区

の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

伊予市地内の陣が森岳休猟

区の全域

同 上 同 上

伊予市地内の大久保休猟区

の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２６年１０月３１日

まで

同 上

伊予市地内の唐川休猟区の

全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

東温市地内の陣ヶ森休猟区

の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

東温市地内の添谷休猟区の

全域

同 上 同 上

東温市地内の則之内休猟区

の全域

同 上 同 上

東温市地内の滑川休猟区の

全域

同 上 同 上

伊予郡砥部町地内の万年休

猟区の全域

同 上 同 上

伊予郡砥部町地内の高市休

猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

東明神休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

西ノ川休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

大成休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

二箆休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

高野休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

日野浦休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２６年１０月３１日

まで

同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

柳井川休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

下直瀬休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

上浮穴郡久万高原町地内の 同 上 同 上
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桂ヶ森休猟区の全域

上浮穴郡久万高原町地内の

妙休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

中組休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

黒藤川休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

中久保休猟区の全域

同 上 同 上

大洲市地内の大洲松尾休猟

区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

大洲市地内の長浜西休猟区

の全域

同 上 同 上

大洲市地内の上須戒休猟区

の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２６年１０月３１日

まで

同 上

大洲市地内の河辺南休猟区

の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

大洲市地内の平野黒木休猟

区の全域

同 上 同 上

喜多郡内子町地内の只海休

猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

喜多郡内子町地内の臼杵休

猟区の全域

同 上 同 上

喜多郡内子町地内の雨霧休

猟区の全域

同 上 同 上

喜多郡内子町地内の桶小屋

休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２６年１０月３１日

まで

同 上

喜多郡内子町地内の村前休

猟区の全域

同 上 同 上

喜多郡内子町地内の乙景山

休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

八幡浜市地内の瀬田横尾地

休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

西宇和郡伊方町地内の名取

休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

同 上

２７年１０月３１日

まで

西予市地内の河内休猟区の

全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

西予市地内の渓筋・富野川

休猟区の全域

同 上 同 上

西予市地内の御在所山休猟

区の全域

同 上 同 上

西予市地内の明石・倉谷休

猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２６年１０月３１日

まで

同 上

西予市地内の深山休猟区の

全域

同 上 同 上

西予市地内の焼棟峠休猟区

の全域

同 上 同 上

西予市地内の三瓶休猟区の

全域

同 上 同 上

西予市地内の明浜休猟区の

全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

西予市地内の予子林休猟区

の全域

同 上 同 上

西予市地内の魚成休猟区の

全域

同 上 同 上

宇和島市地内の成妙休猟区

の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

北宇和郡鬼北町地内の国遠

休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２６年１０月３１日

まで

同 上

北宇和郡鬼北町地内の川上

休猟区の全域

同 上 同 上

北宇和郡鬼北町地内の奈良

休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２７年１０月３１日

まで

同 上

北宇和郡松野町地内の上家

地・目黒休猟区の全域

同 上 同 上

南宇和郡愛南町地内の長月

休猟区の全域

平成２４年１１月

１日から平成

２５年１０月３１日

まで

同 上

南宇和郡愛南町地内の藤が 平成２４年１１月 同 上

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号

７９６
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�愛媛県告示第１１４８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

駄場休猟区の全域 １日から平成

２６年１０月３１日

まで

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

西予市国民健康
保険惣川診療所 西 予 市 西予市野村町舟戸２０９８番

地１
平成２４年
４月１日

トーヨ調剤薬局 栗林薬品株式会
社 西条市北条１６３７－２ 平成２４年

８月２０日

渡 部 病 院 医療法人社団門
の内会 西条市周布３３１番地１ 平成２４年

８月２０日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

なかむら鍼灸整
骨院 中 村 達 也 西予市城川町魚成３７０２－

７
平成２４年
７月３１日

とも鍼灸整骨院 古 川 智 一 新居浜市庄内町１－１４－
２７

平成２４年
８月２２日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

西予市国民健康
保険惣川診療所 西 予 市 西予市野村町惣川２８８番

地
平成２４年
３月３１日

自在園診療所 社会福祉法人御
荘福祉施設協会

南宇和郡愛南町御荘平城
５２７２

平成２４年
７月３１日

有限会社城西調
剤薬局八幡浜店

有限会社城西調
剤薬局

八幡浜市古町１－１０３０－
４

平成２４年
８月１５日

トーヨ調剤薬局 栗林薬品株式会
社 西条市周布３３０－４ 平成２４年

８月１９日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人補天会 今治市米屋町三丁目１番地１５ 医療法人補天会光生病院 今治市室屋町３丁目２－１０ 平成２４年８月１日

�岡倫子 新居浜市東田二丁目甲１８４１番
地の１ 千葉薬局 新居浜市東田二丁目甲１８４１番

地の１ 平成２４年８月２０日

医療法人久豊会 新居浜市松原町１２番４４号 加藤医院 新居浜市松原町１２番４４号 平成２４年８月２１日

有限会社介護支援サービスし
ろもと

上浮穴郡久万高原町上野尻甲
６９７－４

小規模多機能ホーム・メサイ
ア

上浮穴郡久万高原町上野尻甲
５３５ 平成２４年８月３１日

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

ニチイケアセンターあけぼの
訪問看護ステーション 宇和島市寿町一丁目５番８号 平成２４年９月１日

株式会社介護ステーションす
みれ 宇和島市保手四丁目９番１４号 介護ステーションすみれ 宇和島市保手四丁目９番１４号 平成２４年９月４日

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号

７９７
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�愛媛県告示第１１５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人補天会 今治市米屋町三丁目１番地１５ 医療法人補天会光生病院 今治市室屋町３丁目２－１０ 平成２４年８月１日

�岡倫子 新居浜市東田二丁目甲１８４１番
地の１ 千葉薬局 新居浜市東田二丁目甲１８４１番

地の１ 平成２４年８月２０日

医療法人久豊会 新居浜市松原町１２番４４号 加藤医院 新居浜市松原町１２番４４号 平成２４年８月２１日

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

ニチイケアセンターあけぼの
訪問看護ステーション 宇和島市寿町一丁目５番８号 平成２４年９月１日

株式会社介護ステーションす
みれ 宇和島市保手四丁目９番１４号 介護ステーションすみれ 宇和島市保手四丁目９番１４号 平成２４年９月４日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社仁愛 新居浜市久保田町一丁目８番
１０号

（変更後）
ケアプラザ「サン愛」久保田
事業所 新居浜市久保田町一丁目８番

１０号 平成２４年６月３０日
（変更前）
介護プラザ「サン愛」久保田
事業所

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社仁愛 新居浜市久保田町一丁目８番
１０号

（変更後）
ケアプラザ「サン愛」久保田
事業所 新居浜市久保田町一丁目８番

１０号 平成２４年６月３０日
（変更前）
介護プラザ「サン愛」久保田
事業所

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人伊予市社会福祉
協議会 伊予市米湊７２３番地１ 伊予市社協訪問入浴事業所 伊予市米湊７２３番地１ 平成２４年４月１日

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号

７９８
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�愛媛県告示第１１５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように休止した旨の届出があった。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１５７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１５８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１５９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１６０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社サン・ケアワーク 南宇和郡愛南町城辺甲１９８８番
地

有限会社サン・ケアワーク居
宅介護支援事業所

南宇和郡愛南町城辺甲１９８８番
地 平成２４年５月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ラ・マル 訪問看護ステーション空 愛媛県今治市東村一丁目７番２５号 ラ
グーナ７号館 平成２４年８月１５日 訪問看護

株式会社サン・ファミリア 訪問介護事業所 サン・ファミリア今
治 愛媛県今治市山路町一丁目５３６－１ 平成２４年８月１５日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社スピーシーズ 居宅介護支援事業所福家 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田６８０番
地 平成２４年８月１日 居宅介護支援

株式会社幸徳 居宅介護支援事業所幸徳 愛媛県南宇和郡愛南町岩水１６１番地 平成２４年８月１日 居宅介護支援

株式会社サン・ファミリア 居宅介護支援事業所サン・ファミリア
今治 愛媛県今治市山路町一丁目５３６－１ 平成２４年８月１５日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ラ・マル 訪問看護ステーション空 愛媛県今治市東村一丁目７番２５号 ラ
グーナ７号館 平成２４年８月１５日 介護予防訪問看護

株式会社サン・ファミリア 訪問介護事業所サン・ファミリア今治 愛媛県今治市山路町一丁目５３６－１ 平成２４年８月１５日 介護予防訪問介護

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号
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�愛媛県告示第１１６３号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２４年９月２１日

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１６１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１６２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ａ

伊予郡松前町筒井茶
屋分８３２－１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の名称及び住所

住友信託銀行株式会
社
大阪府大阪市中央区
北浜四丁目５番３３号

三井住友信託銀行株
式会社
東京都千代田区丸の
内一丁目４番１号

平成２４年
４月１日

平成２４年
９月１０日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ｂ

伊予郡松前町東古泉
東浦６７６－１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の名称及び住所

住友信託銀行株式会
社
大阪府大阪市中央区
北浜四丁目５番３３号

三井住友信託銀行株
式会社
東京都千代田区丸の
内一丁目４番１号

平成２４年
９月３日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
佐藤 一郎

ダイキ株式会社
代表取締役
�橋 宰

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ｃ

伊予郡松前町東古泉
文五郎分５８６ 外

大規模小売店舗を設置する者
の名称及び住所

住友信託銀行株式会
社
大阪府大阪市中央区
北浜四丁目５番３３号

三井住友信託銀行株
式会社
東京都千代田区丸の
内一丁目４番１号

平成２４年
９月１０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 愛南町社協御荘訪問介護事業所 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２１３９番
地 御荘老人福祉センター 平成２４年８月３１日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 愛南町社協御荘訪問介護事業所 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２１３９番
地 御荘老人福祉センター 平成２４年８月３１日 介護予防訪問介護

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号

８００



愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１６４号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市伯方町北浦字竹田乙１０６

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字竹田乙１０６（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種は、定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１６５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

大洲市長浜町沖浦丙１６１２の４、丙１７２０の４（以上２筆国有林）

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１１６６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２４年９月２１日から１０月４日まで

�������
�愛媛県告示第１１６７号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第８号に基づき、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認めら

れた県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲を、

平成２４年８月３０日次のとおり定めた。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

二級河川渦井川水系渦井川の本支流及びこれと連接して一体を成

す内水面

�������
�愛媛県告示第１１６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

朝倉村土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２４年９月２１日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

退 任

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２７
年９月
２５日

愛媛県
第１２４０
号

魚廃物
加工肥
料

５．０魚
廃物加
工肥料

窒素全
量５．０
りん酸
全量
２．８

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
は、公
定規格
のとお
り

吉田町漁業協同
組合
愛媛県宇和島市
吉田町立間尻甲
４２８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 重 鬼 今治市古谷甲９５番地１

〃 越 智 友 雄 今治市朝倉上甲２０５２番地４

〃 越 智 存 今治市朝倉上甲８７番地

〃 曽我部 洋 三 今治市朝倉上甲６９３番地

〃 渡 辺 隆 弘 今治市朝倉上甲９２０番地

〃 越 智 修 三 今治市朝倉上甲１５０９番地１

〃 加 藤 和 敏 今治市朝倉上甲１０９６番地３

〃 越 智 巧 今治市朝倉上甲２７２５番地１

〃 永 井 房 一 今治市朝倉南甲３７４番地

〃 長 井 三 造 今治市朝倉南乙１１３番地７

〃 仙 波 洋 二 今治市朝倉南甲３１２番地

〃 武 田 博 志 今治市朝倉北甲３６８番地

〃 白 石 良 光 今治市朝倉下甲８２０番地１

〃 南 條 泉 今治市朝倉下甲１１８２番地

〃 日 浅 正 則 今治市朝倉下甲６８０番地２

〃 清 水 亘 今治市山口甲１９２番地

〃 窪 田 悟 師 今治市古谷甲７５９番地３

監 事 小 澤 公 暁 今治市朝倉上甲２０９７番地４

〃 阿 部 正 人 今治市朝倉北甲４３４番地

〃 石 丸 孝 光 今治市朝倉下甲１７４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 悟 今治市朝倉南甲３１２番地

〃 山 内 哲 今治市朝倉上甲１５９４番地

〃 越 智 存 今治市朝倉上甲８７番地

〃 越 智 桐 雄 今治市朝倉上甲５９８番地１

〃 渡 辺 隆 弘 今治市朝倉上甲９２０番地

〃 武 田 孝 雄 今治市朝倉上甲２２４７番地

〃 石 丸 俊 郎 今治市朝倉上甲１１５７番地

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号

８０１
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�愛媛県告示第１１６９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第９２２４号 平成２３年
１月１９日 アイケン工業� 日浅伊久磨 今治市長沢甲５３９－４ 平成２４年

８月６日
石工事業、鋼構造物工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２０）第１５４５８号 平成２０年
１１月１４日 新居浜市管工事業�同 小泉 �造 新居浜市八雲町３－２９ 平成２４年

８月６日 管工事業、水道施設工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１４６６９号 平成２２年
１２月１９日 吉岡弘美塗装 吉岡 � 新居浜市本郷３－５－４５ 平成２４年

８月８日 塗装工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－２３）第１３３７９号 平成２３年
４月２６日 �天宗 吉田 龍藏 今治市美須賀町４－１－

３
平成２４年
８月１３日

管工事業
機械器具設置工事業 建設業の廃止

（般－２３）第７９３４号 平成２３年
１０月２８日 黒川設備 黒川 �一 今治市室屋町５－３－１９ 平成２４年

８月２１日
土木工事業
とび・土工工事業
管工事業、水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（特－２３）第１０１３６号 平成２３年
５月１３日 長崎工業� 長崎 信行 今治市玉川町三反地甲３０

－４
平成２４年
８月２２日

左官工事業、鉄筋工事業
板金工事業、ガラス工事業
防水工事業、熱絶縁工事業

建設業の廃止
（一部）

（特－２３）第１３９６号 平成２３年
１１月２９日 越智電気工事� 岡田 和雄 今治市高橋甲３９４－２ 平成２４年

８月２２日
土木工事業
とび・土工工事業
ほ装事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線 西条市大保木字土山甲５３番１６ 平成２４年９月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山空港線
松山市竹原二丁目１４４番６地先から

同市竹原二丁目１１７番１４まで
平成２４年９月２１日

〃 〃
松山市竹原二丁目９１番２２から

同市竹原町一丁目１番１地先まで
〃

〃 越 智 巧 今治市朝倉上甲２７２５番地１

〃 菅 朗 富 今治市朝倉南乙１８番地２

〃 永 井 房 一 今治市朝倉南甲３７４番地

〃 阿 部 正 人 今治市朝倉北甲４３４番地

〃 南 條 泉 今治市朝倉下甲１１８２番地

〃 日 浅 正 則 今治市朝倉下甲６８０番地２

〃 白 石 末 光 今治市朝倉下甲９５７番地１

〃 清 水 亘 今治市山口甲１９２番地

〃 後 山 和 良 今治市古谷甲４番地３

〃 清 水 俊仁郎 今治市古谷甲９６番地２

監 事 越 智 健 裕 今治市朝倉上甲２０１７番地

〃 菅 敏 朗 今治市朝倉北甲３６０番地

〃 石 丸 孝 光 今治市朝倉下甲１７４番地

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号

８０２
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�愛媛県告示第１１７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年９月２１日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１１７４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年９月２１日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１１７５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 寺尾重信線
東温市山之内字古屋敷乙６７４番４から

同市山之内字馬木甲２４８８番地先まで
平成２４年９月２１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第２２号

平成２４年９月１１日
伊予郡松前町大字鶴吉字康居２８７番５

伊予郡松前町大字鶴吉２８７番地３

神 尾 孝 光

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第２３号

平成２４年９月１４日
伊予郡松前町大字西古泉字小鯛２１６番１、２１７番、２１８番１

香川県高松市寺井町１０２４番地２

株式会社 ファミリーホーム

代表取締役 千 田 善 博

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１９）第７０５１号 平成１９年
９月１６日 �むらかみ 兼本 章 大洲市長浜町下須戒１２７１ 平成２４年

８月７日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－１９）第７０５１号 平成１９年
９月１６日 �むらかみ 兼本 章 大洲市長浜町下須戒１２７１ 平成２４年

８月１５日

とび・土工工事業
石工事業、ほ装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号

８０３
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�愛媛県告示第１１７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 佐田岬三崎線
西宇和郡伊方町正野２５８４番２地先から

同町正野２５５６番１地先まで

旧 ５．８～１１．８ ０．１９８

新 ６．４～１６．７ ０．１９８

〃 〃
西宇和郡伊方町正野２４５４番から

同町正野２４２９番まで

旧 ５．７～１４．６ ０．１３４

新 ９．０～２０．５ ０．１３４

〃 〃
西宇和郡伊方町正野２２９７番１から

同町正野２００４番まで

旧 ６．５～１１．８ ０．１８１

新 ８．０～２４．１ ０．１８１

〃 〃
西宇和郡伊方町正野１９４７番地先から

同町正野１９４２番２まで

旧 ５．２～１０．４ ０．１１２

新 ８．０～１１．７ ０．１１２

〃 〃
西宇和郡伊方町正野２６３９番から

同町正野２６２１番まで

旧 ７．５～２１．５ ０．１０３

新 １１．９～４１．８ ０．１０３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市多田乙３４１番１０から

同市多田乙３４１番１地先まで
平成２４年９月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川小田線
喜多郡内子町上川４１２５番３から

同町上川４１３１番まで
平成２４年９月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 県 道 日向谷高野子線

西予市城川町川津南４０１８番１地先から

同町川津南４０１０番１地先まで
旧 ５．０～７．０ ０．０９０

西予市城川町川津南４０１０番１ 新 １２．０～１８．０ ０．０９０

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号
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公 告
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公安委員会告示

�愛媛県公安委員会告示第４号
指定講習機関に関する規則（平成２年国家公安委員会規則第１号）

第１４条第１項の規定により、次の指定講習機関から特定講習の廃止

の許可の申請があり、これを許可したので、同条第２項の規定に基

づき、次のとおり公示する。

平成２４年９月２１日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

�愛媛県告示第１１８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年９月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 県 道 日向谷高野子線 西予市城川町川津南４０１０番１ 平成２４年９月２１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月２４日
ＮＰＯ法人
クオリティアンドコミュニケー
ションオブアーツ

� 永 � 志 松山市清水町三丁目８３番地
この法人は、社会資本としての芸術の振興と活
用を推進するため、芸術活動を行う個人や団体
また、これを享受する地域社会に対して、その
支援や橋渡し、普及等に関する事業を行い、もっ
て独創力、表現力、創造性のある人と地域の形
成を目指し、公益に寄与することを目的にする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年８月３１日 特定非営利活動法人
地域美術展協会 渡 邉 祥 行 松山市古川南１丁目２１番３０号 この法人は、各地の風物や伝統的行事等を描く

展覧会の開催事業を行い、もって地域文化の振
興と地域経済の活性化に寄与することを目的と
する。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年９月１１日 特定非営利活動法人
食品治療学研究所 吉 村 裕 之 愛媛県東温市樋ノ口乙９６番地３５ この法人は、健康の維持・増進・回復に対する

食品の有用性を産官学の連携により、科学的に
評価する事業を行い、国民の健康な生活の質的
向上に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号
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公営企業告示

公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年９月２１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 事業名

新中央病院院内ＬＡＮ（１号館）整備事業

� 事業実施場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院

� 事業内容

新中央病院１号館における院内ネットワークを運用するため

に必要な装置の調達、ＬＡＮ配線、保守などを行う。（詳細は

入札説明書等による。）

� 賃貸借期間

平成２５年５月５日から平成３１年５月４日まで

� 物件の設置完了日

平成２５年３月１５日

� 入札方法

ア 入札金額は、保守を含む１ヶ月当たりの借入代金とするこ

と。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２４年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた者で、次の事項に該当

するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 入札説明書等に示す要求仕様の全てを確実に履行できること

を証明したものであること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止措置の期間

中にない者であること。

３ 入札説明書の交付

� 交付期間

公告の日から平成２４年１０月１８日（木）までの執務時間中（月

曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時３０分から午後

５時１５分までをいう。）（ただし、１０月１８日（木）は午後５時

００分まで）

� 交付方法

５�に掲げる場所で交付する。
４ 開札の日時及び場所

平成２４年１０月３１日（水）午後２時００分

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県公営企業管理局大会議室（愛媛県庁第二別館２階）

５ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、２の�を証明する
書類を平成２４年１０月１８日（木）までに提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効等

ア 入札参加資格要件を有しない者及び入札参加資格要件確認

申請において虚偽の申請を行った者の提出した入札書並びに

入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反し

た者の提出した入札書は、無効とする。

イ 入札参加資格要件を有することを確認された者であっても、

�愛媛県公営企業告示第１１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２４年９月２１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

医療機器（１．５Ｔ磁気共鳴断層撮影
装置）の購入（愛媛県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２４年９月７日

株式会社自治体病院共
済会
東京都千代田区紀尾井
町３番２７号（剛堂会館
内）

２２０，５００，０００円 一般競争入札 平成２４年７月２７日

指定講習機関の名称、所在地
及び代表者の氏名 廃止する特定講習の種別 廃 止

年月日

交安ドライビングスクール
宇和島市伊吹町小倉１４２１番地

永井 通康
取消処分者講習及び初心
運転者講習

平成２４年
９月２１日

愛 媛 県 報平成２４年９月２１日 第２４０５号
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入札時点において入札参加資格要件を失っているときは、そ

の者の提出した入札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県公営企業会計規程第１７６条において例によることとさ

れる愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者

を落札者とする。

� 契約条項を示す場所及び問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２７９４

� その他

詳細は、入札説明書等による。

６ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Project

of LAN Wire Installation for Ehime Prefectural Central

Hospital（Building１）

� Time limit of tender：２：００ p．m．，３１ October２０１２

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年９月２１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

Ｘ線Ｃアーム透視装置の購入

� 購入物品名及び数量

Ｘ線Ｃアーム透視装置 １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２５年１月３１日まで

� 納入場所

愛媛県新居浜市本郷三丁目１番１号

愛媛県立新居浜病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２４年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://ebid.cals-ehime.lg.jp/ppi.html

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２４年１０月１８日（木）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２４年１０月３１日（水）か

ら平成２４年１１月２日（金）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、１１月２日は午

後１０時５９分まで））。

紙入札による場合は、平成２４年１１月２日（金）午後１０時５９分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２４年１１月２日（金）午前１１時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項
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この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２４年１０月１８日（木）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し、説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased： X―ray

fluoroscope Radiography System，１ set

� Time limit of tender：１０：５９ a．m．，２ November２０１２

	 For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年９月２１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

血管連続撮影システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

血管連続撮影システム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

	 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２５年３月１５日から平成３１年３月１４日まで

� 借入場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院新本院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２４年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

	 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://ebid.pref.ehime.jp/ppi.html

	 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２４年１０月１９日（金）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２４年１０月３１日（水）か

ら平成２４年１１月２日（金）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、１１月２日は午

前１１時２９分まで））。

紙入札による場合は、平成２４年１１月２日（金）午前１１時２９分

まで。）

� 開札の日時及び場所

平成２４年１１月２日（金）午前１１時３０分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係
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〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づ

き平成２４年１０月１９日（金）午後５時００分までに電子入札システ

ムにより提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：

Angiography System，１ set

� Time limit of tender：１１：２９ a．m．，２ November２０１２

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

平成２４年９月２１日 発行
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